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品川区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

品川区子どもの医療費の助成に関する条例（平成４年品川区条例第３８号） 

の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「１２歳」を「１５歳」に改める。 

付 則 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の品川区子どもの医療費の助成に関する条例第２条第１号の規定は、



平成１９年４月１日以後の病院等における診療、薬剤の支給または手当に係 

る医療費の助成について適用し、同日前の医療費の助成については、なお従 

前の例による。 

（説明）中学生以下のすべての子どもに医療費を助成する必要がある。


